
 

 

下呂市公用車売却公募要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下呂市役所 総務部財務課 

電話 0576-24-2222（内線 224） 

 

 

 



１ 物品の概要等 

  (１)数量及び概要 

業務用車両 11 台 

※下記 11 台をまとめて売却いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物品の写真及び車検証・登録識別情報等通知書については、別添資料のとおりです。 

（２）最低売却価格  

最低売却価格：１１０,０００円（11台分） 

 

2 応募者の資格 

参加資格者は、１８歳以上で下呂市内に住民登録又は永住資格を有する外国人登録をして

いる個人及び下呂市内に法人登録をしている法人で、直ちに代金を納めてその物品を引き

取ることができる者とします。ただし、次に該当する方を除きます。 

① 破産者で復権を得ない方 

② 市税を滞納している方 

③ 下呂市職員 

④ 個人にあっては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に 

規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）に該当すると認められる方。また、 

法人にあっては、役員等（法人の役員又はその支店もしくは営業所等を代表する者を 

いう。）が暴力団員に認められる方。 

 

 

3 入札物品公開（展示会） 

令和 8 年 4 月 22 日（水） 14 時 00 分～15 時 30 分 

下呂市馬瀬名丸 406 下呂市馬瀬振興事務所において展示をいたします。 

希望される方は必ずこの日時にご確認ください。 

※展示会で作動をしても、バッテリーやエンジンの状態によって、引渡しの時点でエンジ

ンが作動しない場合があります。 

※物品は現状渡しとなります。展示会による確認をなされなくても公募に参加することは

できますが、物品に関してすべての事項を了承したものとみなしますので事前に物品の状

態を十分にご確認ください。 



４ 受付期間及び場所 

本実施要領を十分確認の上、受付期間内に見積書（別紙１）を封筒（別紙２参照）に入れ、

提出してください。 

 (1) 受付期間：令和 8 年 4 月 17 日（金）～令和 8 年５月１日（金）15 時【必着】 

         午前８時 30 分から午後５時まで 

（土日・祝日は除きます。5 月 1日は 15 時までの受付です。） 

 (2) 受付場所：下呂市役所（下呂市森 960 番地） 下呂庁舎 2 階  

総務部 財務課 (郵送可)  

※一度提出した見積書については、いかなる場合においても再提出は認めません。 

 

 

５ 契約の相手方の決定について 

開札は、令和 8 年５月１日（金）15 時から、非公開で行います。 

有効な見積書を提出した者のうち、最低売却価格以上で最高価格のものをもって落札者と

決定し、落札者には電話にて通知します。なお、落札となる同価格の入札者が２名以上い

るときは、くじ引きにより落札者を決定します。なお、くじ引きは当該業務に関係のない

下呂市職員にて実施します。 

その他の事項については「下呂市入札心得」（下呂市ホームページ 入札・契約情報 規則・

要領等 からご確認ください）に準じるものとします。 

 

 

６ 契約の締結 

落札者は 5 月 15 日（金）までに売買契約を締結していただきます。 

契約を締結しない場合は、その落札は無効となります。 

なお、契約金額は見積金額の１０％を加算した額になります。 

 

 

７ 契約保証金の納付 

売買契約締結までに契約保証金として、売買代金の 100 分の 10以上を納付していただき

ます。契約保証金は売買代金の一部に充てます。ただし、売買代金を即納するときは免除

することができます。 

 

 

８ 売買代金の納付 

(1) 売買代金は、下呂市が発行する納入通知書により、指定の期日までに所定の金融機関で

納付していただきます。納入通知書は契約書と同時にお渡しします。 

(2) 下呂市が納付不能と認めた場合は、売買契約を解除します。この場合納付された契約保

証金は返還しません。 

 

 

 



９ 契約締結後の確認  

契約締結後、市は速やかに車輌の引渡しを行います。引渡し場所（下呂市馬瀬名丸 406  

馬瀬振興事務所）からの車輌の運搬費等が発生する場合は、購入された方の負担となりま

す。（仮ナンバー等が必要な場合は準備してください。） 

車両及び装備は、契約締結時点の現状渡しとし、引渡し後の不調や故障についての保証は、

一切行いません。 

買受人は、ボディ等の文字の消去、消防章、赤色灯、サイレンアンプを撤去し、文字消去

及び撤去したことがわかる写真を提出することを再利用の条件とし、下呂市は契約不適合

責任を負いません。 

また、これらは買受人の負担において行っていただきます。 

 

 

１０ 名義変更 

落札者が買受代金を納付したこと、ボディ等の文字の消去及び消防章等を撤去したことが

確認できた後、速やかに名義変更（名義変更・抹消登録・一時抹消登録）を行っていただ

きます。（上記が確認できるまでは、譲渡証明書等に押印をいたしません。）落札者は 7 月

10 日(金)までに名義が変更されたことが証明できる書類を提出してください。名義変更な

どの手続き（車両登録番号の変更を含む）及び自賠責保険や車検取得の手続きなどは、買

受人が自らの負担で行なっていただきます。 

名義変更後に生ずる公租公課は買受人の負担とします。 

 

 

問い合わせ先 

下呂市役所 総務部 財務課  

0576-24-2222(内線 224) 

 


